
　進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。

　住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、忘れずに移しましょう。

※選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。異なる市区町村に転出した方で、住民票を移して

いない、又は住民票を移して３ヶ月経過していない場合は、新しい住所地で投票できません。

引っ越したら住民票を移しましょう！

【日時】平成３１年２月２３日（土）

　　　 １０：００～１１：３０

【会場】石垣市 IT 支援事業センター

【内容】学科説明、ICT を使った授業、保育体験、

　　　 石垣市貸付制度の説明、個別相談

【問合せ先】学校法人大庭学園沖縄福祉保育専門学校

　　　　 　TEL:098-868-5796

石垣集団会場　説明会を開催いたします。

沖縄県福祉専門学校（大庭学園）からのお知らせ

■石垣集団学習会場　説明会

石垣集団学習会場　３期生募集！

石垣集団学習会場卒業後、一年以内に保育士登録を行い、

石垣市内の指定された保育施設において保育士の業務に

３年を超えて従事（週 30 時間以上勤務）した場合、返

済免除。

【募集対象】石垣集団学習会場入学希望者

【貸付金額】上限７０万円

【問合せ先】石垣市福祉部こども未来局子育て支援課

　　　　 　TEL:0980-82-1704

■石垣市保育士等資格取得資金貸付制度について

引っ越したら、どこで投票できるの？

※引っ越しをした場合、転入の日から 14日以内に新住所地の市区町村に届出をする必要があります。

新住所地に引っ越してから３ヵ月経過していれば、新住所地で投票できますが、
住民票を移す必要があります！

【問い合わせ先】石垣市選挙管理委員会事務局　☎０９８０－８２－９９１１

※都道府県の選挙においては、当該都道府県の区域外に、市区町村の選挙においては、当該市区町村の区域外に転出した方は当該都道府県又は
　市区町村の選挙の投票はできません。

Q

A

引っ越して３ヵ月経たずに選挙があるとき、投票できないの？

引っ越し前の住所（旧住所地）に３ヵ月以上住んでいたのであれば、
旧住所地で投票できます！

Q

A

旧住所地に行けない場合はどうしたらいいの？

不在者投票制度を活用できます！

Q

A

クルーズ船寄港（２月予定）情報

2 月 6 日 （水）

2 月 7 日 （木）

2 月 9 日 （土）

2 月 11 日 （月）

2 月 13 日 （水）

2 月 18 日 （月）

2 月 20 日 （水）

2 月 24 日 （日）

2 月 27 日 （水）

2 月 6 日 （水）

2 月 7 日 （木）

2 月 9 日 （土）

2 月 11 日 （月）

2 月 13 日 （水）

2 月 18 日 （月）

2 月 20 日 （水）

2 月 24 日 （日）

2 月 27 日 （水）

スーパースターアクエリアス

スーパースターヴァーゴ

スーパースターヴァーゴ

ウェステルダム

スーパースターアクエリアス

コスタ ・ ネオロマンティカ

スーパースターアクエリアス

ぱしふぃっくびいなす

スーパースターアクエリアス

2,100

2,800

2,800

1,916

2,100

1,800

2,100

680

2,100

入港日時 出港日時 船名 旅客定員 （最大）
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13:00

9:00

11:00

8:00

11:00

8:00

11:00

21:00

17:00

21:00

18:00

21:00

20:00

21:00

17:00

21:00


